
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   受付期間 令和  ６年   １月２２日(月)から 

２月９日(金)まで(必着)             

 8：30～17：00 ※土・日・祝日は除きます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
相談・お問い合わせ 

      青葉区まちづくり推進課       宮城総合支所まちづくり推進課 

      地域活動係             地域振興係 

      仙台市青葉区上杉１丁目５－１    仙台市青葉区下愛子字観音堂５ 

225-7211（内線 6138）        392-2111（内線 513３）

「まちづくり活動助成事業」とは？ 

地域における市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、自主的・自発的にまちづくり活

動に取り組む市民団体の活動に助成金を交付する事業です。 

提出書類 

① 「青葉区まちづくり活動助成事業申込書（別紙）｣ 

② 会員名簿、役員名簿 

③ 団体の規約・会則、その他団体についてわかる資料 

①～③を下記「相談・お問い合わせ」窓口までご提出ください 

 
※ ①の様式は青葉区のホームページからダウンロードすることができます 

  青葉区まちづくり活動助成事業 🔍  で検索 

上限 

50 万円 
※審査あり 

 



 

 

 

  

 

 次の要件をすべて満たしている団体が応募できます。（個人での応募はできません） 

 ただし、応募は 1 団体につき 1事業になります。 

活動拠点が青葉区内にあり、その団体の構成員の半数以上の方が青葉区内にお住まいか、通勤・通

学している団体 

   政治、宗教や営利を目的としない団体であること 

   法人の市民税、事業所税の申告（当該申告の義務を有する者に限る）を行い、市税を滞納してい

ないこと 

   暴力団等と関係を有していないこと 

 

 

 団体自らが創意工夫により自主的・自発的に取り組む｢まちづくり活動｣が対象となります。 

 ■対象となる活動  

     地域の課題解決を図る活動 

     地域コミュニティの活性化を図る活動 

     地域や区の特色を生かし、その魅力を高める活動 

 ■対象とならない活動 

     仙台市や仙台市の関係団体が実施する他の助成制度等の補助を受けている活動 

     町内会等が開催するまつりや運動会などで既に地域に定着している活動 

     特定の政治活動・宗教活動や営利を目的とする活動  

     活動費用をこの助成金のみで賄おうとする活動  

         過去に 3 回、この助成金を受けた活動 

 

 

  予算の範囲内で，活動費の一部として 1事業 50 万円を限度に助成します。  

■対象となる経費 （審査により減額される場合があります） 

         企画会議・シンポジウム・ワークショップなどの開催経費 

         調査に係る経費 

         講習会・研修会などの講師に係る経費 

         資料・ポスター・パンフレットなどの印刷経費 

■対象とならない経費   

         事務所などの維持経費 … 賃貸料、コピー機のリース料、電話代、光熱水費など 

         視察・研修会などへの参加に要する経費 … 旅費、土産代、参加費など 

         団体の構成員に対する賃金などの人件費や謝礼 

         団体の構成員による会合の飲食費 … 団体の構成員による会議、打合せの弁当・茶菓代 

          備品の購入費 … 机・椅子・キャビネット・電話・パソコンなどの備品のほか、購入価格が 

２万円以上の物品 

 



 

 

 

令和６年4 月から令和７年3 月末までとなります。 
※年度内に精算を行えるように事業計画を立ててください。 

 

       

 

 

 

 

応募された団体は、事業計画説明会において事業内容の説明をしていただき、青葉区区民協働まちづ

くり事業評価委員からの質問にお答えいただきます。 

※日程：令和６年２月２７日（火）、３月７日（木）に開催予定で、どちらかに出席していただきます。 

※会場：青葉区役所 

※事業計画説明会は公開で開催いたします。 

 

 

 

助成対象事業と助成金額は「青葉区区民協働まちづくり事業評価委員会」の審査を経て決定されます。 

     

  

   

  別添の「採点表」の評価項目に沿って、評価・選考をいたします。 

   

 

 

 ・助成金の交付手続きは、令和 6 年度予算が議決され、発効した後に、予算の範囲内において行うも

のとします。 

 ・事業実施の際は、新型コロナウイルス感染予防にご留意ください。 

 

 

 

 

事業が完了したときは、完了の日から 60 日以内または令和７年 3月 31 日までのいずれか早い日ま

でに、事業実績報告書を提出していただきます。 

 

 

 

年度末（1月下旬頃）に実施予定の事業報告会で活動内容を報告していただきます。 

  

 

 
 

 



令和５年度青葉区まちづくり活動助成事業一覧 

No. 
事 業 名 称 

(団 体 名 称) 
事 業 概 要 

1 

おばあちゃんの玉手箱 

―手仕事ワークショップ― 

（一般財団法人 仙台 YWCA） 

多くの世代が交流する場を設け、孤立・孤独の解消につながり新たなコミュニテ

ィを創るため、高齢者や子育て世代など、誰もが安心して過ごせるような手仕事

ワークショップを開催します。 

2 

白沢カルデラプロジェクト実行委員

会 

（白沢カルデラプロジェクト実行委

員会） 

白沢カルデラ・広瀬川の地質、地形等の自然資産を活かして、地域における大地

の成り立ちや歴史を学び、将来的には広瀬川ジオパークとしての登録を目指しま

す。地域内の町内会や関係団体等との連携を強化し、地域コミュニティの活性化

を図ります。 

3 

産前・産後のご家庭にむけた地域コミ

ュニティづくり 

（ドゥーラせんだい） 

産前・産後の家庭を中心に支援を行うことにより、産後うつや児童虐待防止、少

子化対策につなげるとともに、赤ちゃんとのかかわり方を学ぶ交流会を開催しま

す。 

4 

く（国見ケ丘）よ（吉成）み（南吉成）

の自然を守る・歴史文化を伝える 

（くよみ郷土研究会） 

地域に愛着を持たせ、共通の想いを創るためには、地域の自然・歴史文化を知っ

てもらうことが必要と考え、地域住民を対象とした自然観察会の開催や街道歩き

ガイドマップの作成を行います。 

5 

定禅寺リビングストリート 2023 

（定禅寺リビングストリートプロジ

ェクト） 

地域の顔が見える日常的な賑わいづくりのため、テーブルセットやベンチ等の歩

道での設置や、出店イベント等を実施することで、コミュニティの場の創出を目

指します。 

６ 
tuku-tuku 

（tuku-tuku 実行委員会） 

作並地区の観光と活性化の中心であるラサンタを活用し、多様な出店を提供する

イベントを開催することで、作並エリアの交流人口の拡大および地域経済の活性

化を図ります。 

７ 

美術公募展「第 12 回 せんだい 21

アンデパンダン展 2023」 

（せんだい21アンデパンダン展実行

委員会） 

審査がなく誰でも参加ができる公募展を、仙台市内の複数箇所の民間ギャラリー

や町内会の管理スペースを会場として開催することで、表現者と観覧者の新たな

交流の機会創出や、地域の魅力や活力を高めることにもつなげます。 

８ 

芭蕉の辻を基点としたまちづくり事業 

（一般社団法人 芭蕉の辻まちづく

りの会） 

仙台駅から青葉山に向かうエリアの魅力的なまちづくりにつなげるため、仙台七

夕まつり期間に笹竹飾りを大町通に設置するほか、講演会や小中学生の絵画展を

開催します。 

９ 

作並・新川地区の地域資源を活かした

賑わいづくり 

（特定非営利活動法人 作並・新川地

区活性化連絡協議会） 

作並・新川地域の魅力を広く PR し、交流人口の拡大を図ることで、地域の賑わ

いを創出します。耕作放棄地を活用した花畑作りやクレソンの栽培などにより、

地域コミュニティの活性化を目指します。 

10 

関山街道・日本風景街道ルート登録プ

ロジェクト 

（関山街道フォーラム協議会） 

国土交通省の施策「日本風景街道」のルート登録に向けて講演会やワークショッ

プなどの取り組みを行うことにより、地域活性化や観光振興につなげます。 

11 
じいちゃん・ばぁちゃんの味噌づくり 

（西川前びーんずクラブ） 

西川前地域に受け継がれてきた味噌づくりを伝えるために味噌づくり体験講座

を実施し、地域の歴史に触れる機会を創出します。 

 

申請時のポイントなどについて相談できる窓口もぜひご利用ください！ 

仙台市市民活動サポートセンター 

仙台市青葉区一番町四丁目１－３ TEL０２２－２１２－３０１０ FAX０２２－２６８－４０４２ 

開館時間 ９:００～２２:００（月～土）、９:００～１８:００（日・祝） 

休館日 毎月第２・第４水曜日・年末年始 


